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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、株主・取引先・地域住民の方々等広く社会からの信頼と支持を得られる企業グループとなることを目指し、企業理念や企業行動憲章を定
め、グループ全役職員一丸となってその実践に取り組んでいます。

また当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、株主・取引先・地域住民の方々等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ
迅速・果断な意思決定を行うべく、コーポレート・ガバナンスの適切な構築・実践を経営の最重要事項のひとつと位置付けており、以下の5つの原
則をその基本としています。

１.株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備を行い、また、株
主の実質的な平等性を確保します。

２.取引先・従業員・地域住民の方々をはじめとする様々なステークホルダーとの適切な協働に努めます。

３.当社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令に基づく開
示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも積極的に取り組みます。

４.当社の取締役会は、企業戦略等の方向性を示し、適切なリスクテイクを支える環境を整備するとともに、経営陣・取締役への実効性の高い監督
を行います。

５.当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的とする株主との建設的な対話を積極的に行います。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則2-4-1　中核人材の登用等における多様性の確保】

当社では性別や国籍、採用経路等によらず、能力・業務実績等を総合的に評価し、適性の認められる人物を管理職に登用しており、管理職の中
途採用者比率は20.0％です。 現時点では中核人材に占める女性・外国人の割合が大きくないため、定量的な目標設定には至っていませんが、今

後、管理職への登用等における多様性の確保についての考え方・目標及び社内環境整備方針の策定検討を含め、中核人材の多様性確保に努
めてまいります。

多様性確保に向けた取組状況

・女性の活躍は企業の持続的成長に必要不可欠であるという認識のもと、製造現場を含めた全ての職場に女性社員を配置し、女性の次世代管理
職候補者の育成や女性専用独身寮の整備、キャリアセミナー等の各種施策を実施しています。また、管理職を対象とするセミナー等を通じ、女性
活躍を推進する職場環境構築のための意識改革も行っています。なお、当社は「女性活躍推進法」に基づく一般事業主行動計画において、2025
年度の採用者に占める女性比率を30％以上とすることや、女性管理職候補者の育成、ライフイベントに左右されずに働き続けることができる就業
環境の整備等を目標に掲げています。

・社員の多様なキャリア形成を実現することを目的に「職群転換制度」を導入しています。本制度は、社員が自身のキャリアのあり方や状況等を考
慮した上でキャリアパスを広げて新たなチャレンジを行うこと、または私生活との更なる調和を図ること等を企図しています。

・フレックスタイム制度やテレワーク等柔軟な働き方を推進し、従業員のワークライフバランス向上に努めています。

【補充原則3-1-3　サステナビリティについての取組み等】

（1）サステナビリティについての取組み

当社は、低炭素・循環型社会への貢献について、企業としての社会的責務かつ当社の未来のための最重要経営課題であると捉えています。2050
年に向けた長期的な経営の方向性として、低炭素化した石油およびカーボンニュートラルなエネルギーを供給する企業となることを目指しており、
第三次中期事業計画における基本方針の一つとして「脱炭素社会に向けた取組強化」を掲げました。サステナビリティに関する具体的な取組みに
つきましては「安全環境報告書」および「第三次中期事業計画」に関する当社HPをご参照ください。

安全環境報告書：https://www.foc.co.jp/ja/csr/reports.html

第三次中期事業計画：https://www.foc.co.jp/ja/ir/management/businessplan.html

（2）人的資本・知的財産への投資

・人的資本への投資

当社は、期待する人財の定義をはじめとする人財育成方針に基づき、求められる役割や能力、個々の状況等に応じたきめ細やかな教育研修体
系の構築や自己啓発環境の整備等を推進しており、これらを通じて従業員と会社の持続的な成長を図っています。 人財育成方針については別

紙１を、教育研修体系については別紙２をご覧ください。

・知的財産を始めとする無形資産への投資

当社は、我が国政府の目標である2050年カーボンニュートラルを踏まえ、脱炭素ビジネスの追求に取り組んでいます。特に次世代バイオ燃料およ
び燃焼時にＣＯ2を発生させない燃料アンモニアの領域においてプロジェクトチームを発足させ、以下のとおり事業化に向けた取組みを進めていま
す。



・次世代バイオ燃料の製造に関する共同研究開発活動

・次世代バイオ燃料の輸入・サプライチェーン実証

・燃料アンモニアの当社設備における使用実証

下記URLにつきましてもご参照ください。

バイオジェット燃料の製造に関する共同研究契約締結について

https://www.foc.co.jp/ja/newstopics/index/20201110-5014126476578775090.html

袖ケ浦製油所におけるバイオ燃料製造事業の検討について

https://www.foc.co.jp/ja/newstopics/index/auto_20230517574926/pdfFile.pdf

国土交通省『輸入ニート SAF モデル実証事業』への参画について

https://www.foc.co.jp/ja/newstopics/index/--20221101/main/0/link/20221101.pdf

国土交通省『輸入ニート SAF モデル実証事業』SAFの出荷完了について

https://www.foc.co.jp/ja/newstopics/index/-20230330/main/0/link/20230330.pdf

サウジアラビアからの低炭素アンモニア受入・混焼実験の実施について

https://www.foc.co.jp/ja/newstopics/index/-20230421/main/0/link/20230421.pdf

そのほか、当社の既存インフラ・知見が活用できる脱炭素技術について様々なステークホルダーとの連携を通じて積極的に追及してまいります。

（3）TCFDの枠組みに基づく開示

当社は2021年7月に気候関連財務情報開示タスクフォース（Task Force on Climate-related Financial Disclosures、以下TCFD）提言に賛同表明を

しました。また、同月には環境省が実施する「令和３年度TCFDに沿った気候リスク・機会のシナリオ分析支援事業」の支援対象企業に選定され、T
CFD提言の開示推奨項目のうち「戦略」項目において推奨されるシナリオ分析に関して、リスク重要度の評価・シナリオ群の定義・事業インパクトの
評価等を行い、今後の方向性を検討しました。シナリオ分析の結果につきましては当社HPをご参照ください。

気候変動対応(TCFD提言への対応)：https://www.foc.co.jp/ja/csr/TCFD.html

今後もTCFD提言に沿った情報開示を積極的に行っていくとともに、環境負荷の低減及び地球環境の保全に資する取組みをより一層推進してまい
ります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】

当社は、取引先との良好な取引関係を構築し、取引の円滑化を通じて当社の企業価値の向上に資すると判断される場合に限り政策保有株式を
保有することができるものとしています。また、取締役会において定期的に個別の政策保有株式の経済合理性や将来見通しを検証し、保有する意
義が乏しいと判断されるものについては株式市場の動向等を勘案しつつ売却します。

2023年３月開催の取締役会において、当社が保有する政策保有株式について、保有の目的、経済合理性及び市場動向等を総合的に考慮し保有
の適否の検証を行った結果、保有を継続することとしました。

政策保有株式の議決権については、投資先企業の中長期的な企業価値向上に資するか等を判断基準として適切に行使します。

【原則1-7 関連当事者間の取引】

当社は、会社法に規定されている競業取引・利益相反取引をはじめとした関連当事者（当社役員や主要株主等）との間の取引については、法令・
定款・社内規程に基づき、取締役会における承認及び取引後の報告を要するものとしています。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は規約型確定給付企業年金を採用し、人事部が管理しています。人事部では、運用機関である生命保険会社や信託銀行から運用状況の情
報入手を定期的に行い、適切な管理を指示しています。また、企業年金を運用する専門性を高めるため、外部セミナーの活用や企業年金の幹事
会社との協議を今後も積極的に進めてまいります。

【原則3-1 情報開示の充実】

（1）当社の企業理念や経営計画

a. 企業理念・グループ経営方針

当社は富士石油グループとして、以下の企業理念及びグループ経営方針を定めています。

① 企業理念

● エネルギーの安定供給

● 安全の確保と地球環境の保全

● ステークホルダーとの共存共栄

● 活力に満ちた働きがいのある職場

② グループ経営方針

● ステークホルダー価値の最大化

グループ企業が一体となって、ステークホルダーにとっての企業価値最大化を図る

● 経営の透明性の向上

コーポレート・ガバナンスを強化するとともに、リスクマネジメントおよびコンプライアンスの徹底、正確かつ適切な情報開示に努める

● 安定的な経営・収益基盤の維持

袖ケ浦製油所の持つ立地優位性・高度な設備能力と、強固な顧客基盤を背景とする安定的な収益構造を盤石なものとし維持する

● 株主への利益還元

中・長期的な事業発展のための内部留保の充実に留意しつつ、業績および資金バランス等を勘案の上、安定的な配当の維持に努める

● 持続的な成長への挑戦

事業環境の変化を先取りした中期的経営戦略を立案し、これを着実に遂行することで、グループの持続可能な成長を実現する

b.経営計画

当社は2021年5月に、2021～2024年度の４年間を対象とする第三次中期事業計画を策定しました。

「第三次中期事業計画」の詳細につきましては当社ホームページに掲載していますので、以下ＵＲＬをご参照ください。



https://www.foc.co.jp/ja/ir/management/businessplan.html

（2）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書の「Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本
構成、企業属性その他の基本情報，１．基本的な考え方」にて開示するほか、当社ホームページにて公表しています。

　「コーポレート・ガバナンス」　https://www.foc.co.jp/ja/corporate/governance.html

（3）取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

本報告書の「II経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況，１．機関構成・組織運営等
に係る事項，【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりです。

（4）経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

当社は、役員候補者の指名に際しては、その人物の人格・見識・経験など総合的な観点から指名報酬諮問委員会における審議を経た後、複数の
社外役員が出席する取締役会・監査役会において決定しています。

取締役の選定方針と手続きの詳細は本報告書Ⅱ２．(1)をご参照ください。

また、役員の解任提案に際しては、役員の職務執行に不正もしくは重大な法令または定款違反等があった場合、指名報酬諮問委員会における審
議を経た後、取締役会において決定することとします。

（5）経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

当社は、役員候補者の個々の選任・指名の理由について株主総会招集通知に記載しています。

「株主総会招集ご通知」 https://www.foc.co.jp/ja/ir/library/meeting.html

【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任範囲の概要】

当社は、取締役会規程において取締役会決議事項を定め、法令及び定款に基づく事項、株主総会の決議により委任された事項、その他経営上
重要な事項に関して、取締役会において審議・決議しています。

取締役会決議事項を除く業務執行の決定は代表取締役に委任しています。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準】

当社は、当社の社外役員本人又は近親者 (配偶者、二親等内の親族又は同居の親族) が、現在又は就任前1年間において、次のいずれかの項

目に該当する場合、当該社外役員は独立性に欠けると判断します。

（1）社外役員本人について

a) 主要な取引先

直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、当社との取引額が、当社又は取引先の連結売上高の2%を超える取引先又はその業務執行
者

b) 会計監査人

当社又は当社グループ企業の会計監査人である監査法人に所属する者

c) 弁護士等の専門家

直近に終了した事業年度において、当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の支払いを得ている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタ
ント等(当該報酬を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者)

d) 主要な借入先

直近に終了した事業年度末における当社の借入額が、当社又は借入先の連結総資産の2%超の借入先又はその業務執行者

e) その他利害関係者

直近に終了した事業年度において、当社から年間1,000万円以上の寄付・融資等を受領した者（当該寄付・融資等を受領した者が法人等の団体で
ある場合は、当該団体に所属する者）

f) 大株主

直近に終了した事業年度末において、当社の議決権の10%以上を保有する株主又はその業務執行者

g)相互派遣

直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、役員の相互派遣企業の業務執行者

（2）社外役員の近親者について

a)上記（1）のa) ～g)のいずれかに該当する者

b)当社又は当社グループ企業の役職員

【補充原則4-10-1指名委員会・報酬委員会に係る開示】

本報告書のⅡ「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況、１．機関構成・組織運営等
に係る事項、【取締役関係】任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性、補足説明」に記載のとおりです。

【補充原則4-11-1 取締役会のバランス・多様性及び規模に関する考え方】

当社は、指名報酬諮問委員会において定めた取締役選定の基本方針に基づき、多様な分野の知見、専門性、リーダーシップ等、社員の目標とな
る資質を備えた取締役を選任しています。取締役の選定方針と手続きの詳細は本報告書Ⅱ２．(1)をご参照ください。

取締役又は監査役として備えるべき専門分野等及びそのバランス・多様性の状況につきましては「第21回定時株主総会　招集通知 」22・23頁にて

スキル・マトリックスを開示していますので、以下URLをご参照ください。

「第21回定時株主総会　招集通知 」 https://www.foc.co.jp/ja/ir/library/meeting.html

【補充原則4-11-2 取締役・監査役の兼務状況】

当社は、取締役及び監査役が他の上場会社の役員を兼務する場合は、その数は合理的な範囲に留めます。

また、取締役及び監査役の兼任状況については「報告書」及び「有価証券報告書」において毎年開示しています。

「報告書」 https://www.foc.co.jp/ja/ir/library/enterprise.html



「有価証券報告書」 https://www.foc.co.jp/ja/ir/library/securities.html

【補充原則4-11-3 取締役会の実効性評価】

当社は、全取締役・監査役に対して実施した2022年度当社取締役会の実効性についてのアンケート調査の結果に基づき、本年5月の取締役会に
おいて2022年度中の取締役会の実効性について、分析・評価を行いました。

中期事業計画やサステナビリティを巡る課題等、当社の中長期的な経営の方向性や製油所操業上のリスクなどの観点からの情報共有・議論の必
要性、及びこれらの議論の場として取締役会に限定しない議論・交流の機会設定を求める指摘はありましたが、取締役会の運営・審議・役割・機
能等について総括的には概ね高い評価を受けたことから、2022年度における当社取締役会の実効性は確保されていたとの結論に至りました。

当社は、この結果を踏まえ、取締役会の実効性の更なる向上を図ってまいります。

【補充原則4-14-2 取締役・監査役のトレーニング方針】

当社は、取締役及び監査役が夫々に求められる役割や責務を適切に果たすことが出来るよう、必要に応じ、以下の知識の習得及び更新の機会
を設けます。

・社内取締役・監査役に対しては、就任時及び就任以降も継続的に個々の取締役・監査役に適合したトレーニングの機会の提供・斡旋やその費用
の支援を行う。

・社外取締役・監査役に対しては、就任に際して、当社の事業・財務・組織等に関する必要な知識の習得のための説明と当社施設等の見学を実
施する。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、株主との建設的な対話を促進するために、以下の基本方針に沿って体制整備と取組みに努めています。

（1）株主との対話促進を図るため、ＩＲ・広報担当取締役、ＩＲ専門部署、社内横断的な「ＩＲ連絡会」を設置し、適時開示・任意開示・当社ホームペー
ジにおける情報発信に加え、株主や投資家からの問い合わせや取材に対しても正確かつ公平な対応を行う。

（2）アナリストを対象とした決算説明会と袖ケ浦製油所見学会を実施し、アナリストの客観的な評価を通じて一般投資家による当社の理解を深め
て行く。

なお、袖ケ浦製油所見学会につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から開催を見送っていましたが、2022年度より再開してい
ます。

（3）社外からの意見や関心事については、適時経営幹部に報告し、情報の共有化とともに経営に活かすよう努める。

（4）「重要情報の開示に関する規程」に基づき、株主・投資家等の投資判断に重要な影響を及ぼす重要情報の公平、公正かつ適時適切な開示を
行う。

（5）「内部者取引管理規程」に基づき、インサイダー情報の適切な管理を行う。



２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社ＪＥＲＡ 6,839,920 8.84

クウェート石油公社 5,811,390 7.51

サウジアラビア王国政府 5,811,390 7.51

出光興産株式会社 5,144,000 6.65

住友化学株式会社 5,051,600 6.53

日本マスタートラスト信託銀行（信託口） 4,664,200 6.03

日本郵船株式会社 2,750,860 3.55

ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社 1,350,000 1.74

小山　匡 1,161,400 1.50

日本航空 1,034,600 1.33

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

1．大株主の状況は2023年3月末の状況です。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3 月

業種 石油・石炭製品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 5 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

前澤　浩士 他の会社の出身者 △ △

佐藤　良 他の会社の出身者 △

ムハンマド・シュブルーミー 他の会社の出身者

ハーリド・サバーハ 他の会社の出身者 ○

坂本　倫子 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

前澤　浩士 ○

2021年6月まで、当社の主要な取引先で
あり、当社を主要な取引先とする出光興
産株式会社の業務執行者でありました。
当社と同社との間には、原油・石油製品
の売買等の取引があります。

日本を代表するエネルギー企業における豊富
な経験と見識、石油精製専業企業における経
営者としての経験と見識を有しており、当社の
経営執行に対して独立した立場より助言をいた
だくことで、当社のコーポレート・ガバナンスを
強化できるものと考えています。なお、前澤浩
士氏は当社の定める独立性基準を満たしてお
り、一般株主との間に利益相反が生ずるおそ
れはないと判断しています。

佐藤　良 ○

2014年4月まで、当社の主要な取引先で
ある住友化学株式会社の業務執行者で
ありました。当社と同社との間には、石油
化学製品の販売等の取引があります。

日本を代表する素材関連企業における豊富な
経験と見識、素材関連企業における経営者とし
ての豊富な経験と実績を有しており、当社の経
営執行に対して独立した立場より助言をいただ
くことで、当社のコーポレート・ガバナンスを強
化できるものと考えています。なお、佐藤良氏
は当社の定める独立性基準を満たしており、一
般株主との間に利益相反が生ずるおそれはな
いと判断しています。

ムハンマド・シュブルーミー ○ ―――

中東産油国の政府機関における豊富な経験と
知識を有しており、当社の経営執行に対して独
立した立場より助言をいただくことが、当社グ
ループの事業を推進する上で有用であると考
えています。なお、ムハンマド・シュブルーミー
氏は当社の定める独立性基準を満たしており、
一般株主との間に利益相反が生ずるおそれは
ないと判断しています。

ハーリド・サバーハ 　

当社の主要な取引先であるクウェート石
油公社の業務執行者であり、当社と同社
との間には、原油の購入等の取引があり
ます。

中東産油国の国営石油会社における豊富な経
験と知識、石油関連企業における経営者として
の経験と見識を有しており、当社の経営執行に
対して社外の視点より助言をいただくことが、
当社グループの事業を推進するうえで有用で
あると考えています。

坂本　倫子 ○
当社の取引先である岩田合同法律事務
所に所属する弁護士であり、当社は同所
との間で顧問契約を締結しています。

弁護士としての豊富な経験と法務に関する知
見、複数の企業における社外取締役、社外監
査役及び当社の社外監査役としての経験と見
識を有しており、当社の経営執行に対して独立
した立場より助言をいただくことで、当社のコー
ポレート・ガバナンスを強化できるものと考えて
います。なお、坂本倫子氏は当社の定める独
立性基準を満たしており、一般株主との間に利
益相反が生ずるおそれはないと判断していま
す。



指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬諮問委員
会

3 0 1 1 0 1 その他

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬諮問委員
会

3 0 1 1 0 1 その他

補足説明

2019年6月26日付けで取締役会の任意の諮問機関として指名報酬諮問委員会を設置しています。

その他（１名）は、社外監査役です。

現在の構成員は、常勤取締役1名（山本重人氏）、社外取締役１名（前澤浩士氏）、社外監査役１名（力石晃一氏）です。

●委員会構成の独立性に関する考え方

当社の指名報酬諮問委員会は、委員３名以上で構成し、その過半数は当社の定める独立性判断基準を満たす社外取締役または社外監査役で
なければならないと定めています。当社の定める独立性判断基準は本報告書「Ⅰコーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示【原則4-9
独立社外取締役の独立性判断基準】」に記載の通りです。

また、透明性・客観性確保及び独立性強化の観点から、委員長は、独立役員である委員の中から指名報酬諮問委員会の決議によって選定してい
ます。

●役割・権限

取締役候補者の指名、取締役の報酬等の決定に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的に、取締役会の諮問に
基づく事項の審議を行います。

本委員会は、取締役会の任意の諮問機関としての役割を担い、取締役会の諮問に応じて以下の事項について審議し、取締役会に対して報告を
行います。

(1) 取締役の選任および解任に関する株主総会議案の原案

(2) 代表取締役および役付取締役の選定および解職の原案

(3) 取締役の組織担当・業務委嘱の原案

(4) 取締役（代表取締役および役付取締役を含む）の育成計画等の原案

(5) 当社との委任契約に基づく執行役員（委任型執行役員）の選任および解任に関する取締役会議案の原案

(6) 委任型執行役員に対する役付執行役員の選定および解職の原案

(7) 委任型執行役員の組織担当・業務委嘱の原案

(8) (1)～(7)までを決定するために必要な基本方針等の制定・改廃

(9) 取締役の報酬に関する株主総会議案の原案

(10)取締役および委任型執行役員の個人別報酬（算定方法等を含む）の原案

(11)(9)および(10)を決定するために必要な基本方針等の原案



【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

(1)監査役監査

監査役は主に適法性の観点から取締役会、常勤役員会等の重要な会議に出席するほか、取締役、従業員または子会社に対し、必要に応じて事
業及び財産に係る報告を求め、取締役の業務執行全般につき監査を行っています。

なお、監査役４名のうち１名は、金融機関での長年に亘る業務経験があり、財務及び会計に関する相当の知見を有しています。また、１名は会計
士としての長年に亘る業務経験があり、財務及び会計に関する相当の知見を有しています。

監査役の監督機能を強化するため、監査役直属の組織として１名の専任スタッフ体制による監査役室を設置し、監査役の職務の補助にあたって
います。

その他の監査役の機能強化に係る取組み状況につきましては「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・

ガバナンス体制の状況，１．機関構成・組織運営等に係る事項，【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】」及び「IV 内部統制システム等に関

する事項」をご参照ください。

●監査役の活動状況

社外監査役は、常勤監査役とともに取締役会に出席し、それぞれの有する業務経験や専門的知見を活かす形で独立の立場から必要に応じて意
見を表明しています。常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、取締役会以外の重要な会議にも出席し、取締役の職務の執行及び内部統制
システムの構築・運用の状況を日常的に監視・監査するとともに、重要な決裁書類等の閲覧、本社・製油所における業務・財産の状況の調査、子
会社からの事業報告の確認、会計監査人の監査実施状況の確認等、積極的に情報の収集に努め、監査役会にて社外監査役と共有しています。

(2)内部監査

内部監査については、当社社長直属の組織として２名のスタッフ体制による内部監査部を設置しています。同部は、毎年立案する年度監査計画
に基づき業務の適正性と合理性の観点で書面審査及び被監査部門からの聴取を中心とした監査を行い、当社社長に監査報告書を提出するとと
もに、監査役及び監査役会に直接報告を行っています。取締役会に対しては同部が直接報告を行う体制は取っていませんが、当社社長を通じて
結果の概要を定期的に取締役会に報告しています。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係るグループ全体の内部統制システムの評価作
業についても同部を中心として実施しています。

(3)会計監査

会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人を起用し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けています。業務を執行した公認会計士は

岩出博男氏、宇津木辰男氏であり、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士４名、その他15名です。

当社は、会計監査人の選定に際し、会計監査人としての独立性及び専門性の有無、品質管理体制等を総合的に勘案し、判断します。

また、当社では会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意によって監査役会が会計
監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役が解任後最初に招集される株主総会において解任した旨と解任の理由を報告しま
す。

また、監査役会は会計監査人が継続してその職務を全うする上で疑義を抱く事象があると認められる場合、またはより適切な監査が期待できるな
どの理由により会計監査人の変更が妥当であると判断される場合、会計監査人の解任または不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定し
ます。

(4)監査役監査、内部監査及び会計監査の連携状況

監査役、内部監査部及び会計監査人は互いの監査計画・監査結果を報告し、必要に応じて随時意見交換を行うなど綿密な連携の下で監査を
行っています。

また、常勤監査役、内部監査部及び監査役室スタッフにて月次の連絡会を実施しており、連携の強化を図っています。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 4 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

藤澤　知穂 他の会社の出身者 △

力石　晃一 他の会社の出身者 △

富井　聡 他の会社の出身者 △

金井　睦美 公認会計士 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

藤澤　知穂 ○

2017年6月まで、東京電力ホールディング
ス株式会社の業務執行者でありました。
同社の子会社である株式会社JERAと当
社との間には、石油製品の販売等の取引
があります。

日本を代表するエネルギー企業における豊富
な経験と見識、エネルギー関連企業における
取締役としての経験と見識を活かし、経営陣か
ら独立した立場より、一般株主の利益にも配慮
した意思決定が行われるよう、業務執行の適
法性について必要なモニタリングや意見表明を
行うことができるものと考えています。なお、藤
澤知穂氏は当社の定める独立性基準を満たし
ており、一般株主との間に利益相反が生ずる
おそれはないと判断しています。

力石　晃一 ○

2019年6月まで、当社の取引先である日
本郵船株式会社の業務執行者でありまし
た。当社と同社との間には、原油タンカー
傭船等の取引があります。

日本を代表する総合海運企業の経営者として
の豊富な経験と見識、複数の企業における取
締役としての経験と見識を活かし、経営陣から
独立した立場より、一般株主の利益にも配慮し
た意思決定が行われるよう、業務執行の適法
性について必要なモニタリングや意見表明を行
うことが出来るものと考えています。なお、力石
晃一氏は当社の定める独立性基準を満たして
おり、一般株主との間に利益相反が生ずるお
それはないと判断しています。

富井　聡 ○

2020年6月まで、当社の主要な取引銀行
である株式会社日本政策投資銀行の業
務執行者でありました。当社と同行との間
には、資金借入等の取引があります。

金融機関における豊富な経験と財務及び会計
に関する知見、複数の企業における取締役とし
ての経験と見識を活かし、経営陣から独立した
立場より、一般株主の利益にも配慮した意思決
定が行われるよう、業務執行の適法性につい
て必要なモニタリングや意見表明を行うことが
できるものと考えています。なお、富井聡氏は
当社の定める独立性基準を満たしており、一般
株主との間に利益相反が生ずるおそれはない
と判断しています。

金井　睦美 ○

2021年6月まで、当社の取引先である有
限責任あずさ監査法人に所属する公認会
計士でありました。同法人は当社の会計
監査人です。

公認会計士としての豊富な経験と見識を活か
し、経営陣から独立した立場より、一般株主の
利益にも配慮した意思決定が行われるよう、業
務執行の適法性について必要なモニタリング
や意見表明を行うことができるものと考えてい
ます。なお、金井睦美氏は当社の定める独立
性基準を満たしており、一般株主との間に利益
相反が生ずるおそれはないと判断しています。



【独立役員関係】

独立役員の人数 8 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しています。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

本報告書の「II経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況，１．機関構成・組織運営等
に係る事項，【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりです。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

有価証券報告書には社内取締役、社内監査役、社外役員の別に各々の総額を開示しています。事業報告には会社法に基づき記載対象となる

取締役、監査役の別に各々の総額を開示し、社外取締役、社外監査役の報酬総額も併せて記載しています。



報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社は、取締役等の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を、取締役会の決議により以下のとおり定めています。

1　取締役等の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下「決定方針」）

（1）決定方針の内容の概要

各々の取締役及び委任型執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く、以下同じ）（総称して、以下「取締役等」)が担う役割・責任・成果に応じた
報酬体系とし、公平性・客観性を確保することを原則とします。

業務執行取締役及び委任型執行役員（総称して、以下「業務執行取締役等」）の報酬は、当社グループの経営環境や業績を反映したものとし、中
長期に亘る企業価値向上を進め、業績向上に向けたインセンティブを強化するため、固定報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬（業績連動型譲渡
制限付株式報酬）で構成します。固定報酬額は、役位に基づく基準額に、各役員の役割・職責を反映し決定します。業績連動報酬額は、毎年度の
連結決算において、利益等の業績連動指標に基づき一定の条件を満たした場合、金銭にて支給することとし、業績連動指標の達成度合いに基づ
く支給率並びに役位別比率により算出される付与比率に基づき決定します。非金銭報酬は、中期事業計画等に基づき定める業績評価指標が一
定の条件を満たした場合、当社の普通株式又は当社の普通株式を取得するための現物出資財産としての金銭債権にて支給します。本普通株式
の数は、業績評価指標の達成度合いに基づく支給割合並びに基準となる株価に基づき計算します。

業務執行取締役等の種類別の業績連動報酬の割合については、役位、業績責任の大きさに従って付与比率が上がるものとします。代表取締役
社長は、指名報酬諮問委員会の答申に従い、種類別の割合の範囲内で取締役等の個人別の報酬等の内容を決定します。なお、業績連動報酬
及び非金銭報酬の付与比率が最大の場合、それぞれの支給比率は以下のとおりです。

会長・社長執行役員・副社長執行役員 ・・・ （固定報酬：1、業績連動報酬：0.20、非金銭報酬：0.10)

専務執行役員・常務執行役員 ・・・ （固定報酬：1、業績連動報酬：0.15、非金銭報酬：0.10)　　　

執行役員 ・・・ （固定報酬：1、業績連動報酬：0.10、非金銭報酬：0.10)

社外取締役の報酬は、監督機能を有効に機能させる観点から固定報酬のみとし、個別事情を勘案した合理的な水準により決定します。

2　決定方針の決定方法

2021年6月25日開催の第19回定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く）に対する非金銭報酬としての業績連動型譲渡制限付株式報酬
制度の導入が承認可決されることを条件に、代表取締役社長が作成した原案を指名報酬諮問委員会に諮問し、その答申内容を尊重して2021年5
月10日開催の取締役会において決定方針を決議しました。

3　業績連動報酬及び非金銭報酬の内容及び算定方法

（1）業績連動報酬

業務執行取締役等は当社グループ全体の最終業績に責任を負うとの観点及び株主、社員等ステークホルダーの納得感を考慮し、業績連動報酬
額の算定の基礎として、連結決算の親会社株主に帰属する当期純利益（在庫影響含む、以下「連結純利益」）及び連結決算の経常利益（在庫影
響除く、以下「連結経常利益」）の二つの業績連動指標を選定し、業績連動指標に基づく支給率（以下「支給率」）を算定しています。

業績連動指標の対象範囲は、連結純利益においては20～100億円、連結経常利益においては10～50億円とし、それぞれの指標に応当する支給
率を比較して低い方を採用します。

連結純利益が100億円以上、連結経常利益が50億円以上の場合には、支給率を100％とします。また、連結純利益20億円、連結経常利益10億円
をそれぞれの最低支給閾値として、この場合は支給率を20％とします。なお、いずれかが閾値に達しない場合、支給率を0％とします（業績連動報
酬は支給しない）。

当該支給率に、役位、業績責任に基づく役位別比率を乗じたものを業績連動報酬の付与比率とし、役位別の固定報酬額に当該付与比率を乗じて
業績連動報酬額を算定します。

役位別比率については、役位、業績責任の大きさに従って業績連動報酬の付与比率が上がるものとし、会長・社長執行役員・副社長執行役員は2
0％、専務執行役員・常務執行役員は15％、執行役員は10％です。

特別な事情等により適用が困難な場合には、代表取締役社長は、その理由を付した修正案を作成し、指名報酬諮問委員会に付議します。

また、支給率及び役位別比率を含め、同適用方法等については今後の事業環境等に応じて適宜見直しを行います。

（2）非金銭報酬

業務執行取締役等の報酬と会社業績との連動性をより明確化することにより、業務執行取締役等に当社企業価値の持続的な向上を図るインセン
ティブを与えるとともに、業務執行取締役等と株主との一層の価値共有を進める観点等から、業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入してい
ます。本制度は当社の単年事業年度（以下「業績評価期間」）における業績評価指標の達成度合いに応じて、業務執行取締役等に対して、原則と
して業績評価終了後に業績連動型譲渡制限付株式報酬として①当社の普通株式又は②当社の普通株式を取得するための現物出資財産として
の金銭債権を支給する（なお、取締役を兼ねない委任型執行役員は②による）ものです。

また、業務執行取締役等に対する当社の普通株式の割当て又はその現物出資財産としての金銭債権の支給に当たっては、当社と業務執行取締
役等との間で譲渡制限付株式割当契約を締結することを条件としています。

a. 割り当てる普通株式の数及び支給する金銭債権の額の算定方法

以下の①の計算式に基づき、各業務執行取締役等に割り当てる当社の普通株式の数を算定し、業務執行取締役等に当社の普通株式を取得す
るための現物出資財産としての金銭債権を支給する場合には、②の計算式に基づき、各業務執行取締役等に支給する金銭債権の額を算定しま
す。

①割り当てる普通株式数：基準株式数（※１）×支給割合（※２）

（※１）役位別固定報酬額（年額）×10％÷基準株価

基準株価は、業績評価期間開始日（各年4月1日）直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の終値とします。

上記に基づき、2023年度を業績評価期間とする業務執行取締役に対する基準株式総数は61,200株、業務執行取締役を兼ねない委任型執行役員
に対する基準株式総数は21,700株とします。

（※２）業績評価期間中の各業績評価指標達成度×各構成比率の合成値により算出し、0～100％の範囲で変動します。

業績評価指標達成度



1）親会社株主に帰属する当期純利益（構成比率70％）

100％・・・150億円以上

80％・・・131.25億円以上150億円未満

60％・・・112.5億円以上131.25億円未満

40％・・・93.75億円以上112.5億円未満

20％・・・75億円以上93.75億円未満

0％・・・75億円未満

2）連結ROE（構成比率30％）

100％・・・20％以上

80％・・・17.5％以上20％未満

60％・・・15％以上17.5％未満

40％・・・12.5％以上15％未満

20％・・・10%以上12.5％未満

0％・・・10％未満

なお、業績評価指標は、第３次中期事業計画における財務目標（但し、連結当期純利益を親会社株主に帰属する当期純利益に読み替える）と整
合するものであり、本計画期間（2021～2024年度）中は、原則として当該期間における各業績評価期間に適用します。

②支給する金銭債権の額の算定方法：（基準株式数×支給割合）×割当時株価（※３）

（※３）業績評価期間終了後に行われる当社の普通株式の発行又は処分に係る当社の取締役会決議の日の直前取引日における東京証券取引
所における当社の普通株式の終値を基礎として当該普通株式を引き受ける業務執行取締役等に特に有利な金額とならない範囲において決定し
ます。

b. 譲渡制限付株式割当契約の概要

業務執行取締役等には、本割当契約により割り当てた当社の普通株式（以下「本割当株式」）の割当日又は払込期日から当社の取締役若しくは
執行役員又は子会社の取締役の地位を退任するまでの期間、本割当株式の譲渡、担保権設定その他の処分を禁止するとともに、業務執行取締
役等が任期満了又は死亡その他の正当なく退任した場合には、当社は本割当株式を当然に無償で取得します。

4　報酬決定のプロセスに係る事項

(1) 報酬決定のプロセス

a. 原案の作成と指名報酬諮問委員会への付議

　 取締役等の報酬に関する原案は、代表取締役社長が作成し、指名報酬諮問委員会に付議します。

b. 原案の審議と決定

　 指名報酬諮問委員会は、付議された原案を審議し、必要に応じて情報収集・確認のプロセスを経て、委員会案を決定します。

c. 決定した委員会案の取締役会への報告

　 指名報酬諮問委員会は、決定した委員会案を取締役会に報告します。

d. 取締役での審議・決定と代表取締役社長への一任決議

　 取締役会は、委員会案を基に、当年度の固定報酬に対する業績連動報酬及び非金銭報酬の付与比率を審議・決定します。

　 なお、取締役等の個人別の報酬額の具体的内容（各取締役等の固定報酬の額、各業務執行取締役等の業績連動の額及び非金銭報酬として

　 の譲渡制限付株式の数）については、原則として代表取締役社長社長執行役員山本重人に一任する決議を行います。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

取締役会の開催に際して社外取締役や社外監査役へ資料を事前に配布するほか、必要に応じ適宜事前説明を行っています。そのほか緊急に

決定を要する場合や重要な業務連絡が必要な場合も社外役員へ速やかに通知しています。監査役会の開催に際しても取締役会と同様の手続

きを社外監査役に対して行っています。また、総務部秘書グループ及び監査役室のスタッフが社外役員のサポートを担当しています。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

関屋　文雄 相談役

長年にわたり当社の経営に携わっ
てきた経験・知見から、経営その
他事項の相談に対し助言を行って
います。

常勤、報酬有 2017/6/28 定めなし

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1 名

その他の事項

相談役については、当社定款第27条の規定に従い、取締役会決議に基づき委嘱しています。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

(1)取締役会

取締役会は、経営の基本方針、法令・定款に定められた事項やその他経営に関する重要事項の決定、取締役の職務執行の監督を行っていま
す。また、社外取締役は、高い識見と幅広い見地から経営に有益な意見・助言を行うとともに、社外の視点から経営の監督に当たっています。

本報告書提出日時点では、社外取締役５名を含む10名の取締役で構成しており、社外取締役５名のうち４名（前澤浩士氏、佐藤良氏、ムハンマ
ド・シュブルーミー氏、坂本倫子氏）が東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員です。

●取締役の選任方針

当社は、社外役員が過半数を占める指名報酬諮問委員会において「取締役候補者の選定等に係る基本方針」を定め、多様な分野の知見、専門
性、リーダーシップ等、社員の目標となる資質を備えた取締役を選任しています。

a. 業務執行取締役の選定方針

①当社の経営理念を理解し、当社の進むべき方向性についての議論に貢献するビジョンを有すること

②エネルギー企業の経営に関し必要となる高度で専門的な知識と豊富な経験を有すること

③社員の目標となり得る資質を備え、部下の指導・育成等、組織を統括するリーダーシップに優れていること

④当社グループを取り巻く事業環境の変化等に対する先見性・洞察力に優れ、チャレンジ精神を持って課題解決に向けて取り組むことができるこ
と

⑤高い水準の自己規律に基づいて、コンプライアンス・内部統制・リスク管理の実践に取り組むことができること

b. 社外取締役の選定方針

①企業経営、財政、金融、経済、会計、税務、法務等の分野における豊富な経験と幅広い知見を有すること

②自らの経験、知見に基づき、当社グループの業務全般を俯瞰し、業務執行を担う経営陣に対して適時適切に意見、提言を行うことができること

●取締役の選任手続き

上記の方針を踏まえ、代表取締役社長が取締役候補者の原案を作成し、指名報酬諮問委員会による審議を経て取締役会で決議の上、株主総会
に付議することとしています。

●取締役会での審議内容

当社は、取締役会規程において取締役会決議事項を定め、法令及び定款に基づく事項、株主総会の決議により委任された事項、その他経営上
重要な事項に関して取締役会において審議・決議しています。

取締役会決議事項を除く業務執行の決定は代表取締役に委任しています。

(2)指名報酬諮員会

指名報酬諮問委員会は、取締役会の任意の諮問機関として役員の指名・報酬に関する審議を行っています。

詳細につきましてはⅡ１．【取締役関係】内、「任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性」及び「補足説明」をご参照ください。

(3)常勤役員会

常勤役員会は、取締役社長を議長とし常勤の取締役、執行役員及び監査役で構成し、取締役会の決定事項に基づく業務執行上の施策について
の審議・決定を行うほか、取締役会付議予定事項の審議等を行っています。

(4)監査役会

●監査役会の構成

本報告書提出日時点で、社外監査役４名で構成しており、全員が東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員です。

●監査役会の審議内容

監査役会においては、常勤監査役の選定、監査方針・監査計画の策定、会計監査人の報酬に対する同意、会計監査人の再任・相当性の評価、
監査報告書の作成等につき検討・審議しています。

(5)監査役監査、内部監査、会計監査の状況

監査役監査、内部監査、会計監査の状況につきましては、Ⅱ1.【監査役関係】内、「監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況」をご参照くだ
さい。

(6)法律顧問

法律顧問として岩田合同法律事務所と契約を結び、必要に応じて幅広いリーガルアドバイスを受けています。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、５割の社外取締役により構成される取締役会と、社外監査役により構成される監査役会を設置することにより、適正な意思決定や業務執
行に対する監査・監督機能が担保されるものと考えています。

また、法定の機関とは別に、常勤取締役、執行役員及び常勤監査役から構成される常勤役員会を定期的且つ機動的に開催する体制を整えること
で、業務執行の効率性の向上を図れるものと考えています。

以上を理由として、当社は現状のガバナンス体制（別紙３参照）を採用しています。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

招集通知の早期発送を心掛けています。第21回定時株主総会（2023年６月28日開催）に
おいては、開催日の21日前である2023年６月７日に招集通知を発送しました。

また、招集通知の発送に先立ち2023年６月１日より東京証券取引所及び当社ホームペー
ジにて招集通知（英訳版を含む）を掲載しています。

集中日を回避した株主総会の設定 2023年は６月28日に開催しました。

電磁的方法による議決権の行使

2016年６月28日開催の第14回定時株主総会より、インターネットによる議決権行使を採用
しています。また、2021年６月25日開催の第19回定時株主総会より「スマート行使」を導入
しました。議決権行使コード及びパスワードを入力することなく、QRコードを読み取ること
で議決権行使をすることができるようになり、個人株主の皆さまが議決権を行使しやすい
環境構築に努めました。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」に参加しています。

招集通知（要約）の英文での提供
招集通知（要約）の英訳版を作成し、東京証券取引所に提出するとともに、当社ホーム
ページに掲載しています。

その他
株主にとって事業報告を分かり易く、理解が深まるようナレーションを用いた動画を作成
し、当社ホームページ上(https://www.foc.co.jp/ja/ir/library/meeting.html)に掲載していま
す。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
「ディスクロージャー・ポリシー」を当社ホームページ上

（https://www.foc.co.jp/ja/ir/policy.html）にて公表しています。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

説明会は本決算及び第２四半期決算発表後数日以内に開催しており、社長及
び経理担当役員による説明及び質疑応答を実施しています。説明会資料は説
明会と同日に東京証券取引所へ適時開示するとともに、当社ホームページ上(
https://www.foc.co.jp/ja/ir/library/presentation.html)でも公開しています。ま
た、決算説明会の様子については、決算説明会の文字起こし記事を外部サイ
トにて掲載し、当該外部サイトのリンクを当社ホームページに掲載している他、
質疑応答要旨をホームページ上に開示しています。

2022年度の決算説明会はウェブ会議システムを使用したライブ配信により開
催しました。

あり

IR資料のホームページ掲載

決算短信その他の開示資料、有価証券報告書、四半期報告書、報告書、中間
報告書、株主総会関連資料及びアニュアルレポート等を当社ホームページ上（
https://www.foc.co.jp/ja/ir/library.html）に掲載しています。

また、海外投資家向けに決算短信等の一部資料を英文で掲載しています。

IRに関する部署（担当者）の設置
総務部IR・広報グループがIR活動を担当し、総務部部長を事務連絡責任者とし
て、ステークホルダーへの説明責任を果たすべく積極的かつ適切な情報開示
に努めています。



３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

企業理念、企業行動憲章及びグループ行動基準において、エネルギー資源の安定供給を
通じて豊かな生活と快適な環境の実現に貢献し、社会や地域の信頼を得ることを謳ってい
ます。また、株主、取引先、地域社会とのコミュニケーションを通じた企業情報の積極的か
つ公正な開示、従業員の人格・個性の尊重、能力開発及び快適な職場環境の確保を定め
ています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
袖ケ浦製油所では環境マネジメントシステムを構築し、ISO14001の認証を取得していま
す。さらに、安全・環境保全の取り組みとして安全環境基本方針を策定の上、 毎年安全環

境報告書を作成しています。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

「ディスクロージャー・ポリシー」を策定し、正確・公平な情報開示を行い、ステークホルダー
との建設的対話の実現を図っています。

また、決算発表、アナリスト説明会等に際しては、社内横断的に設置されているＩＲ連絡会
において情報提供に関する方針を策定し、総務部ＩＲ・広報グループがこれをとりまとめ、社
内の周知徹底を図っています。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、効率的で適法な企業体制を整えるために、以下のとおり、会社法の要請に沿って内部統制システムを構築しています。

（１）当社取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

「企業行動憲章」を制定し、当社が適用を受ける国内外の法令、定款及び諸規程の遵守を徹底するとともに、取締役会において法令遵守体制及
び内部統制システムの整備方針、計画を決定し、運用する。

社外取締役を継続して選任することにより、取締役の職務執行の監督機能の維持、向上を図る。

当社監査役は、取締役と独立した立場から、内部統制システムの整備、運用状況を含め、当社取締役の職務執行を監査する。

（２）当社の業務並びに当社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制

ア．当社取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社取締役の職務執行に係る情報については、法令及び取締役会規程、常勤役員会規程、決裁規程、文書規程等に基づき、担当部署におい
て、各種議事録、稟議書、伺書その他の重要文書として記録、保存、管理するとともに、事後に閲覧可能とする。

その記録、保存、管理状況については、当社の内部監査を担当する部署が内部監査に関する規程に基づき監査を実施し、その結果を定期的に
当社取締役会及び監査役会に報告する。

イ．当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

事業目的と関連した経営に重大な影響を及ぼすリスクを総合的に認識し、評価する仕組みを整備するとともに、リスク管理に関連する諸規程を整
備し、平時における事前予防体制を整備する。

巨大地震や感染症の流行等の不測の事態に対応すべく事業継続計画(BCP)を策定し、日頃より維持管理に努める。

重大な損失の発生が予測される場合には、当該部署の担当役員が当社代表取締役社長に報告の上、当社取締役会・常勤役員会等における検
討を経て必要な対応策を講ずる。不測の事態が発生した場合には、速やかに緊急対策本部を設置する。

リスク管理体制の整備・運用状況については、当社の内部監査を担当する部署が内部監査に関する規程に基づき監査を実施し、その結果を定期
的に当社取締役会及び監査役会に報告する。

ウ．当社取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社取締役会は、経営の基本方針、法令・定款に定められた事項その他経営に関する重要事項を決定し、取締役の職務執行を監督する。

取締役の職務執行の効率化を図るため、執行役員を適正な範囲で置き、代表取締役社長がこれを統括し、監督する。

当社の常勤取締役・執行役員・常勤監査役により構成される常勤役員会では、取締役会の決定に従い、経営全般に亙る情報を共有するととも
に、各事業部門が実施すべき具体的な施策を定め、効率的な職務執行を行うための決議を行う。

各担当部署は、常勤役員会における決議に基づく管掌・担当取締役又は担当執行役員からの指示を受け、職務分掌と権限規程を始めとする関
連諸規程に基づき、効率的に職務を執行し、その業績を管掌・担当取締役、担当執行役員及び取締役会に報告する。

各担当部署からの報告を受け、当社常勤役員会は、各事業部門が実施すべき具体的な施策を見直し、効率的な職務執行体制を改善するために
必要な措置を行う。

エ．当社使用人及び当社子会社・関連会社(以下「当社子会社等」)役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

「企業行動憲章」を制定し、当社及び当社子会社等が適用を受ける国内外の法令、定款及び諸規程の遵守を徹底するとともに、当社使用人並び
に当社子会社等役職員に対し啓発活動を推進する。

法令・規則に反した行為等に関する相談・通報を受けるための窓口として「ヘルプライン」を当社本社内及び当社顧問弁護士事務所に設置する。
ヘルプラインを通じた報告・通報については、当社のヘルプライン担当部署がその内容を調査し、関連部門と再発防止策を協議の上、再発防止策
を実施するとともに、その内容を当社取締役会及び監査役会に報告する。

当社使用人並びに当社子会社等の役職員の職務執行の適法性及び適正については、当社の内部監査を担当する部署が内部監査に関する規程
に基づき監査を実施し、その結果を定期的に当社取締役会及び監査役会に報告する。

オ．当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための下記体制

イ.当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

ロ.当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ハ.当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社子会社等の管理に関する諸規程に基づき、当社子会社等における職務執行に関し、その損失の危険の管理及び効率性並びにその他の重
要事項について、当社子会社等が当社に報告すべき事項及び承認を求めるべき事項を明確にし、当社の担当部署と当社子会社等との間の情報
交換を緊密にし、当該部署を通じて当社子会社等の管理を徹底する。

当社子会社等全体における業務の適正については、当社の内部監査を担当する部署が内部監査に関する規程に基づき監査を実施し、その結果
を定期的に当社取締役会及び監査役会に報告する。

カ．当社監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、及び、当該使用人の当社取締役から

　　の独立性に関する事項、並びに、当社監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社監査役の職務を補助すべき部署を設置し、必要な人員を配置する。その分掌業務については、監査役の意見を聴取して決定する。

当社監査役の職務を補助すべき部署のスタッフは、もっぱら当社監査役の指揮・命令に服する。当該部署のスタッフの人事異動、考課等について
は、あらかじめ当社監査役会（監査役会が特定の監査役を指名した場合には当該監査役）の同意を得るものとする。

キ．当社監査役への報告に関する下記体制



イ.当社の取締役及び使用人が当社監査役に報告するための体制

ロ.当社子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告をするための体制

当社の取締役及び使用人、並びに、当社子会社等の取締役・監査役及び使用人は、定期的或いは当社各監査役の要請に応じて随時、必要な報
告を行う。また、これらの者から報告を受けた者は、速やかに当社監査役に報告しなければならない。報告事項には以下のものを含む。

－法令遵守、リスク管理、内部統制に関する事項を含め、会社経営及び事業運営上の重要事項並びに職務執行の状況及び結果

－当社又は当社子会社等に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見した場合はその事実

－情報開示書類の内容

－ヘルプラインによる相談内容

－その他コンプライアンス上重要な事項

ク．当社監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社取締役は、当社使用人並びに当社子会社等の取締役・監査役及び使用人で当社監査役に上記報告をした者が、当該報告をしたことを理由
として不利な取扱いを受けることのないよう、関連諸規程にその旨を明確に定めなければならない。

ケ．当社監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る

　　 方針に関する事項

当社取締役は、当社監査役の職務執行について生ずる費用又は債務の処理が、当社監査役の職務執行を妨げることなく適切に行われるよう協
力する。

コ．当社監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社の取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るため、定期的に会合を開催する。

当社取締役は、当社監査役の職務の適切な遂行のため、当社監査役と当社使用人並びに当社子会社等の取締役・監査役及び使用人との意思
疎通、情報の収集・交換が適切に行えるよう協力する。

当社取締役は、当社監査役が必要と認めた重要な取引先の調査に協力する。

当社取締役は、当社監査役が必要に応じ、公認会計士、弁護士等の外部専門家から助言を受けられるよう協力する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、内部統制システムにおける法令等遵守、リスク管理の一環として2013年10月１日付にて「企業行動憲章」を新たに制定し、反社会的

勢力との関係遮断に向けた当社グループの基本姿勢を定めています（I １．参照）。

「企業行動憲章」に基づき、当社は反社会的勢力に対して会社をあげて立ち向かうとのグループ内コンセンサスのもと、社内体制の整備、警察や

外部専門機関との連携等を組織全体として実施しています。

また、「リスク管理規程」において、反社会的勢力から当社グループへの不当な要求は、「経営危機」のひとつであると定義し、リスク管理に関する

統括責任者への報告、対策本部の設置等解決策実施に向けた体制を定めています。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

「企業倫理推進規程」に基づき、グループ横断的な体制の中で企業倫理に係る重要事項を審議・検討し、これをグループ内に周知徹底することを
通じて企業倫理意識のさらなる向上を図ることを目的として、総務部担当役員を委員長、当社各部門長及び子会社代表者を委員とする企業倫理
委員会を設置しています。

具体的な企業倫理活動としては、全役職員に対する啓発活動をはじめ、全役職員に企業行動憲章及びグループ行動基準等を内容とする企業倫
理ハンドブックを配付しその理解と遵守を促すため署名を求め、さらに法令・倫理の遵守を謳った「コンプライアンスの誓い」カードを毎年作成・配
付し常時携帯を義務付けるほか、法令違反発生防止策の一つとして社内・外にヘルプラインを設置しています。

【適時開示体制の概要】

１．企業行動憲章

当社は企業行動憲章にて、適時開示については下記を宣言しています。

コミュニケーションの確保

株主、取引先、地域の方々など、広く社会とのコミュニケーションを確保し、企業情報を積極的かつ公正に開示します。

２．内部者取引管理規程

当社は、内部情報の管理、公開および当社株式等の売買に関する基準として「内部者取引管理規程」を定め、当社および当社グループ企業に関
する情報の適時開示と当社および当社グループ企業の役職員による金融商品取引法および関連法令の遵守に努めています。

３．重要情報の開示に関する規程

当社は、「重要情報の開示に関する規程」を定め、当社および当社グループ企業に関する重要情報の公平、公正かつ適時適切な開示に係わる社
内体制（別紙４参照）を構築しています。

また、情報開示とＩＲ活動を積極的に進めるため、専任部署である総務部ＩＲ・広報グループを設置しています。開示すべき重要情報が発生した時
は、ＩＲ・広報グループは関係部署と協議の上、金融商品取引法その他関連法令および上場諸規則に基づき、情報開示の時期、内容、方法を決定
しています。

実際の情報開示に際しては、経営の意思決定機関（取締役会・代表取締役等）の決定に基づき速やかに情報開示を行っています。

また、ＩＲ活動を適切に進めるため、社内に「情報開示委員会」を設け、必要に応じ同委員会を開催し、一部の資本市場参加者のみに選別的な開
示がなされることがないよう情報管理を徹底しています。

以上



 

人財育成方針等 

１． 基本方針 

当社は、人財育成を企業経営の最重要課題の一つと位置付けています。 

環境変化が激しく、将来への不透明感（変動性、不確実性、複雑性、曖昧性）が増す中で、

企業理念の実現に向けて会社および従業員が持続的に成長するためには、従業員一人ひとり

が主体的に動ける自律型人財へ育つとともに、組織への貢献意欲を高め、互いに学び合い、高

め合い、そして支え合う必要があると考えています。 

このことを踏まえ、当社では下記のとおり定義した「期待する人財」を継続的に育成すること

を目指していきます。 

 

期待する人財 

共有・貢献 
企業理念、企業行動憲章、経営ビジョン等を理解・共有し、組織の目標

達成に貢献する人財 

自律・挑戦 
広い視野を持ち変化を察知し、自らなすべきことを考え、失敗を恐れずチ

ャレンジし、熱意を持って最後まで諦めずに実行できる人財 

高い人間性 
規律性および高い倫理観を有し、互いの個性・価値観を尊重し思いやり

を持って協働できる、高い人間性の人財 

専門性・技術力 自らの成長を希求し、高い専門性・技術力を備えた人財 

 

２． 推進方針等 

（１）成長する機会の提供 

「期待する人財」を育成するために必要な教育研修制度を構築・整備し、従業員一人ひとりに

対し、常に適切な教育研修機会を提供しつつ、経営層、各職場、従業員等から幅広い意見を

取り入れて、継続的に制度の改善を図っていきます。 

（２）人財育成の視点に立った人事マネジメントの推進 

組織の目標・方針を示すとともに、人事制度で各職群・階層に明示された期待される能力・役

割と、人財育成を連動させ、目標の実現に努力し貢献した従業員を適切に対応、評価しま

す。 

（３）人事部と人財育成部の連携 

人事部と人財育成部は十分に連携し、各職場および従業員に対して、人財育成を通じて、そ

れぞれの従業員の能力を最大限に活かし、やりがいを持っていきいきと働くことができる「活

力のある職場環境づくり」をサポートしていきます。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 



教育・研修体系図

ブラッシュアップ：当該等級の在席中に伸長する事がもとめられるスキルを習得するための研修
エントリー：当該等級に必須で求められる要件を踏まえ、要件を充足するための研修

全社共通研修：全社員が身に付けておくべき知識に関する研修

・マネジメント能力開発
・事業戦略実践力養成

・人財育成力
・組織連携力強化
・組織、事業変革推進

若手
新人

・富士石油社員としての基礎知識
・仕事の基本
・社会人基礎力

若手
新人

次世代経営幹部候
補選抜研修
エグゼクティブ選抜
研修

部長職階層別研修

ミドルマネージメント
選抜研修

課長職階層別研修

管理職前研修

副長研修

・部下の育成指導、動機付け
・目標管理
・問題解決と課題設定
・（考課者研修）

課長補佐
副長
シフト

リーダー

ブラッシュ
アップ

・問題把握と分析力
・アセスメント研修
・海外研修

・企画力養成
・問題把握と分析力
・アセスメント研修

ブラッシュ
アップ

エントリー

部長

階層別育
成施策

非階層別
育成施策

担当者

・業務遂行、思考力　　・プレゼン、提案力
・コミュニケーション能力　・後輩指導
・OJTリーダー

・富士石油社員としての基礎知識
・仕事の基本
・社会人基礎力

課長

ブラッシュ
アップ

・部門戦略策定
・マネジメント、リーダーシップ

エントリー

・部下の育成指導、動機付け
・目標管理
・問題解決と課題設定
・（考課者研修）

課長補佐
副長

ブラッシュ
アップ

主任

エントリー

・目標管理
・OJT支援
・リーダーシップ
・部下、後輩指導育成

・３年目研修
・２年目研修
・学卒エンジニア基
礎研修
・新入社員研修

主任

エントリー

・プロジェクトマネジメント
・OJT支援　・考課者研修
・リーダーシップ　・労務管理
・部下、後輩指導育成

主任/ア
シスタン
トリー
ダー

・業務遂行、思考力　　・プレゼン、提案力
・コミュニケーション能力
・後輩指導　・OJTリーダー
・問題、課題解決

担当者
・ロジカルシンキング
・社会人基礎力

・中堅社員教育
・OJTリーダー研修
＆フォローアップ研
修

課長

ブラッシュ
アップ

・部門戦略策定
・マネジメント、リーダーシップ

エントリー

・自主英会話研修
・OA教育
・e-ラーニング
　マネージメント強化
　ビジネス基礎
・キャリア開発研修

・業務遂行、思考力
・コミュニケーション能力
・後輩指導　・OJTリーダー
・問題、課題解決

担当者
・ロジカルシンキング
・社会人基礎力

副長 ・業務指示
・OJT支援

・富士石油社員としての基礎知
識
・仕事の基本
・社会人基礎力

ゼネラリスト職群 エキスパート職群 全社

自己啓発階層別テーマ階層別テーマ 階層別テーマ 安全・技術教育研修階層別研修 階層別研修 階層別研修

アシスタント職群

・３年目研修
・２年目研修
・新入社員研修

・中堅社員教育
・OJTリーダー研修&
フォローアップ研修

・３年目研修
・２年目研修
・新入社員研修

副長研修

ミドルマネージメント
選抜研修

課長職階層別研修

管理職前研修

副長研修

・中堅社員教育
・OJTリーダー研修
＆フォローアップ研
修

安全環境教育訓練

・安全教育

・防災訓練

・消防教育訓練

・法定関係教育

技術教育

・石油基礎教育

・保全教育

・電気、計装教育

・運転技術教育

・富士オペレーションエン

ジニアリング養成カレッジ

外部講習

・中核人材育成講座

海
外
研
修

海
外
研
修

・AI、IoT 教育等

※教育・研修内容によっ

てはゼネラリスト職群も教

育・研修対象となる

別紙２ 



別紙３ 

コーポレート・ガバナンス体制 



当社グループの重要情報の開示に係わる社内体制

情報開示

情報開示委員会メンバー

当社役員・関係部署
・グループ会社

情
報
確
認

情
報
提
供

情報確認

情報提供

報告・具申

IR・広報グループ
（情報開示委員会事務局）

情報開示委員会

報
告
・
具
申

報
告
・
具
申

委
員
会
開
催

承
認

開
示
指
示

経営の意思決定機関
（取締役会・代表取締役等）

別紙４ 


